
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

加 
 

藤 
 

 
 

 

誠 
 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
管
理

職
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
（
管
理
職
手
当
規
則
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
人

事
委
員
会
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
る
職
を
含
む
。
）
を
占
め
る
職
員
」
を
「
管
理
監
督
職
員
（
給
与
条

例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
管
理
職
手
当
規

則
別
表
第
一
」
を
「
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以

下
「
管
理
職
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
十
七
条
の
四
第
二
項
た

だ
し
書
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
五
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
四
条 

給
与
条
例
第
十
七
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
当
該
管
理
監
督
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
管
理
職
手
当
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

一
種 

六
千
円 

二 

二
種 

五
千
円 

三 

三
種 

四
千
円 

四 

四
種 

三
千
円 

五 

五
種
及
び
六
種 

二
千
円 

２ 

給
与
条
例
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
管
理

監
督
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給

し
な
い
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


